
　　○　本質問は、平成１５年５月２９日（木）～６月２日（月）に受け付けた東京大学（駒場Ⅱ）

　　　　駒場オープンラボラトリー施設整備事業の入札説明書等に関する質問を入札説明書等

　　　　の項目順に整理し、記載したものです。

　　○　質問は、意見者の記載のとおりを転載しています。

　　・　質問の受付期間　　　　　　　　 　平成１５年５月２９日（木）～６月２日（月）

　　・　回答の公表日 　　　　　　　　　　平成１５年６月１８日（水）

　　・　入札説明書等に関する質問の受理件数　 ６６　件

： 1        件

： 1        件

： 4        件

： 37       件
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： 7        件

東京大学(駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー 施設整備事業

入札説明書等に関する質問回答（第２回目）

東京大学(駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー 施設整備事業の入札説明書等に関する質問（第２回目）

＜総括＞

 ① 入札説明書

 ② 入札金額等の算出方法及びサービス購入費の支払方法等

 ③ 様式集

 ④ 要求水準書

 ⑤ 要求水準書・資料

 ⑥ 落札者決定基準

 ⑦ 事業契約書（案）

 ⑧ 基本協定書（案）

平成１５年 ６月１８日

東　　　京　　　大　　　学

 ⑨ その他





番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

16 ④ 構内電話・情報設
備 8 Ⅲ 1 (3) 1) オ

　身障者用便所の呼出装置をはじめ、監視盤の発報に
ついて、共同溝内ケーブルラックを経由して防災セン
ターに表示するシステムとすることとありますが、この防
災センターとは「生研Ｄ棟　防災センター」のみと考えて
よろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

17 ④ テレビ共同受信設
備 8 Ⅲ 1 (3) 1) カ

　CS受信とありますが、受信電波（110°ＣＳ、スカイ
サービス、パーフェクサービス）についてご指定があれ
ばご指示下さい。

ＣＳについては受信可能な対応を考��稷
�





番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

52 ⑦ 第3章　本件施設の
建設 10 25

条
2、3
項

第1回目質問回答の追加回答NO.129にて「当該追加費
用のうち施設整備に関するものについては本施設の施
設整備費相当に組み込まれる」となっておりますが、増
加費用の資金調達に係る金融費用ついてはお支払い
ただけると理解してよろしいでしょうか。また、当該損害
の支払いにつきましても増加費用と同様の支払方法に
よると理解してよろしいでしょうか。なお、当該損害及び
増加費用に係る割賦金利につきましては、当該資金調
達金利を勘案してお支払いいただけますようお願い致
します。

資金調達に係る金融費用についても参考資料の
誤謬等と相当因果関係のある範囲のものであれ
ば、増加費用自体に含まれるとの理解です。した
がって、通常のものであれば増加費用に含めて
お支払いするということになります。また、割賦金
利の利率は事業契約において予め決められてお
り、調達金利の変動を割賦金利に反映させること
はできませんが、調達金利の変動による事業者
の費用･利益は（参考資料の誤謬等と相当因果
関係がある範囲で）それ自体が増加費用の一部
（利益がある場合は控除額）であり、むしろ増加
費用の算定にあたって勘案されることになると考
えます。

53 ⑦ 第3章　本件施設の
建設 11 27

条 5項

第1回目質問回答の追加回答NO.133にて「当該追加費
用のうち施設整備に関するものについては本施設の施
設整備費相当に組み込まれる」となっておりますが、増
加費用の資金調達に係る金融費用ついてはお支払い
ただけると理解してよろしいでしょうか。なお、当該増加
費用に係る割賦金利につきましては、当該資金調達金
利を勘案してお支払いいただけますようお願い致しま
す。

資金調達に係る金融費用についても本施設の設
置・運営と相当因果関係のある範囲のものであ
れば、増加費用自体に含まれるとの理解です。し
たがって、通常のものであれば増加費用に含め
てお支払いするということになります。また、割賦
金利の利率は事業契約において予め決められて
おり、調達金利の変動を割賦金利に反映させる
ことはできませんが、調達金利の変動による事業
者の費用･利益は（本施設の設置・運営と相当因
果関係がある範囲で）それ自体が増加費用の一
部（利益がある場合は控除額）であり、むしろ増
加費用の算定にあたって勘案されることになると
考えます。

54 ⑦ 第3章　本件施設の
建設 12 29

条 2項

第1回目質問回答の追加回答NO.135にて「当該追加費
用のうち施設整備に関するものについては本施設の施
設整備費相当に組み込まれる」となっておりますが、増
加費用の資金調達に係る金融費用ついてはお支払い
ただけると理解してよろしいでしょうか。また、当該損害
の支払いにつきましても増加費用と同様の支払方法に
よると理解してよろしいでしょうか。なお、当該損害及び
増加費用に係る割賦金利につきましては、当該資金調
達金利を勘案してお支払いいただけますようお願い致
します。

資金調達に係る金融費用についても本件工事の
施工の一時中止等と相当因果関係のある範囲
のものであれば、増加費用自体に含まれるとの
理解です。したがって、通常のものであれば増加
費用に含めてお支払いするということになりま
す。また、割賦金利の利率は事業契約において
予め決められており、調達金利の変動を割賦金
利に反映させることはできませんが、調達金利の
変動による事業者の費用･利益は（本件工事の
施工の一時中止等と相当因果関係がある範囲
で）それ自体が増加費用の一部（利益がある場
合は控除額）であり、むしろ増加費用の算定にあ
たって勘案されることになると考えます。

55 ⑦ 第4条　本件施設の
建設 14 36

条 3項

大学と事業者の協議により、大学負担となった費用に
ついては施設整備費相当に組み込まれて支払われると
いう理解でよろしいでしょうか。その際、増加費用の資
金調達に係る金融費用ついてはお支払いただけると理
解してよろしいでしょうか。なお、当該増加費用に係る割
賦金利につきましては、当該資金調達金利を勘案して
お支払いいただけますようお願い致します。

本条項は大学側の指示等に起因して本件工事
に要する費用が減少した場合の取扱いについて
規定しており、ご質問の様なケースは他の該当
条項の取り決めに従って決せられます。

56 ⑦ 第3章　本件施設の
建設 15 39

条

第1回目質問回答の追加回答NO.148にて「当該追加費
用のうち施設整備に関するものについては本施設の施
設整備費相当に組み込まれる」となっておりますが、増
加費用の資金調達に係る金融費用ついてはお支払い
ただけると理解してよろしいでしょうか。なお、当該増加
費用に係る割賦金利につきましては、当該資金調達金
利を勘案してお支払いいただけますようお願い致しま
す。

資金調達に係る金融費用についても引渡しの遅
延と相当因果関係のある範囲のものであれば、
増加費用自体に含まれるとの理解です。したがっ
て、通常のものであれば増加費用に含めてお支
払いするということになります。また、割賦金利の
利率は事業契約において予め決められており、
調達金利の変動を割賦金利に反映させることは
できませんが、調達金利の変動による事業者の
費用･利益は（引渡しの遅延と相当因果関係があ
る範囲で）それ自体が増加費用の一部（利益が
ある場合は控除額）であり、むしろ増加費用の算
定にあたって勘案されることになると考えます。

57 ⑦
第5章　本件施設の
維持管理及び運営
補助

16 42
条 1項

  「大学の承諾を得た場合」とありますが、合理的に支
障がないと確認される場合にはご承諾いただけるもの
と理解して宜しいでしょうか。

維持管理業務も含め、事業者から長期にわたる
事業期間中の体制その他をご提案いただき、そ
れに基づいて事業契約を締結する、というPFI事
業の趣旨からすれば、本項で言う維持管理業務
の第三者への委託等は、当初のご提案で想定さ
れていた場合は別として、想定外の事態との位
置付けになると考えられます。従って、その際の
大学の承諾は、やむを得ないものか、大学にとっ
て明らかにメリットが大きいか等、様々な要素を
加味しての判断となると考えられます。

58 ⑦ 第6章　契約期間及
び契約の終了 21 58

条 2項

第1回目質問回答の追加回答NO.180にて「当該追加費
用のうち施設整備に関するものについては本施設の施
設整備費相当に組み込まれる」となっておりますが、増
加費用の資金調達に係る金融費用ついてはお支払い
ただけると理解してよろしいでしょうか。また、当該損害
の支払いにつきましても増加費用と同様の支払方法に
よると理解してよろしいでしょうか。なお、当該損害及び
増加費用に係る割賦金利につきましては、当該資金調
達金利を勘案してお支払いいただけますようお願い致
します。

資金調達に係る金融費用についても大学による
義務違反等と相当因果関係のある範囲のもので
あれば、増加費用自体に含まれるとの理解で
す。したがって、通常のものであれば増加費用に
含めてお支払いするということになります。また、
割賦金利の利率は事業契約において予め決めら
れており、調達金利の変動を割賦金利に反映さ
せることはできませんが、調達金利の変動による
事業者の費用･利益は（大学による義務違反等と
相当因果関係がある範囲で）それ自体が増加費
用の一部（利益がある場合は控除額）であり、む
しろ増加費用の算定にあたって勘案されることに
なると考えます。

59 ⑦ 別紙9 50 4 3

  「3-(1)－①又は②」とありますが、「4-(1)－①又は②」
の誤りではないでしょうか。

ご指摘の通りです。事業契約書は最終的に修正
することと致します。

質問回答　6/7




